
仏壇セット販売約款
第１章　総　　則
（適用） 
第１条　イオンライフ株式会社（以下「当社」といいます）が取り扱う仏壇セット（以下「商品」といいます。）
について、当社が購入者（以下「依頼者」といいます）からの購入申込み（以下「申込み」といいます）に
応じて販売する条件は、この仏壇セット販売約款（以下「本約款」といいます）によります。
（販売条件の概要）
第２条　販売条件の概要は以下の通りです（詳細な条件は次条以下をご確認ください）。
(1)依頼者と当社の間の売買契約（以下「契約」といいます）は、申込みを当社が承諾した時点で成立す
るものとします。
(2)当社は、依頼者が指定する日に、依頼者が指定する場所で、依頼者または依頼者が指定する第三
者（以下「お届け先」といいます）に商品を引き渡します。商品の発送可能日は、原則、当社が申込みを
承諾した日から14日後の日以降となります。
(3)依頼者は、当社に対し、商品の代金（以下「商品代金」といいます）を、以下の支払方法のうち依頼者
が希望し、且つ当社が承諾する方法によりお支払いいただくものとします。
①銀行振込またはコンビニ支払による現金決済
②クレジットカード決済
(4)当社は、請求書の送付、現金受領またはクレジットカード決済その他の商品代金にかかわる業務を当
社の指定する売買代金代行決済業者（以下「代行決済業者」といいます）に委託できるものとします。
(5)依頼者は、当社が代行決済業者に対し、申込みの情報（依頼者およびお届け先の個人情報を含みま
す）を提供し、審査を受けることにご同意いただくものとします。
(6)クレジットカード決済を希望される場合、当社が代行決済業者に審査を依頼するに先立って、クレジッ
トカード会社所定の手続を行っていただきます（ご利用にはＥメールを受信できる環境が必要となりま
す。手続の方法は第13条をご確認ください）。なお、クレジットカード決済の場合、請求書は発行いたし
ません。
(7)お取引の金額（依頼者の申込みに対して当社が承諾する範囲）は、原則として、現金決済の場合に
は代行決済業者が定める利用限度額、クレジットカード決済の場合には依頼者が契約されているクレ
ジットカード会社の定める利用限度額を限度とするものとします。
(8)契約成立後のキャンセル、商品発送前の追加もしくは変更、商品発送後の返品、交換は本約款に定
める場合に限るものとします。
第２章　契約の申込、成立
（申込み）
第３条　依頼者は申込みにあたり、第4条に規定する審査のために当社が代行決済業者に申込みの情
報（依頼者およびお届け先の個人情報を含みます。）を提供することにご同意いただくものとします。申込
みは、必ず当社指定の申込用紙に、必要事項をご記載のうえ、郵送・ＦＡＸ・Ｅメールにてお申込みいた
だくものとします。ただし、必要事項のうち、購入する商品の名称、数量および金額ならびにお届け先に
関する情報については、当社指定の申込用紙以外の紙に記入して、当社指定の申込用紙に添付する
方法を採ることができるものとします。
（代行決済業者による審査） 
第４条　当社は、申込みを受け付け後、速やかに当該申込みにつき、代行決済業者の審査を受けます。
（契約の成立）
第５条　契約の成立の時期は、代行決済業者の審査結果に応じて以下の通りとします。なお、審査結
果が不承認の場合でも当社および代行決済業者は判断の理由について一切依頼者に開示いたしま
せん。
(1)代行決済業者が取引を承認する場合には、当該承認が下りたとき。
(2)代行決済業者が取引を承認しない場合には、当社への商品代金の入金が確認されたとき。
（申込みの不承諾）
第６条　当社は、以下に定める場合、申込みを承諾しないことがあります。当社が申込みを承諾しない場
合、電話等の方法で通知いたします。なお、当社は、申込みを承諾しなかったことに関する一切の責任を
免れるものとします。
(1)当社が提供するサービスにおいて、過去に依頼者が商品代金の支払遅延等の履歴がある場合、お
よびイオングループ各社にて支払遅延等の情報がある場合。
(2)当社の斡旋した葬儀の代金の支払が滞っている場合。
(3)依頼者の指定する納品日に納品が間に合わない、商品の品切れ等、当社が申込み内容を受けること
ができない場合。
(4)お申込み内容に重要な不備があり、かつ当社から連絡が取れない場合。
(5)第4条に規定する審査の結果、代行業者が取引を承認しない場合。
(6)上記各号のほか依頼者が希望する条件と当社が提供できる条件が一致しない場合。
（取引限度額）
第７条　お取引の金額（申込みに対し当社が承諾する範囲）は、原則として、現金決済の場合には代行
決済業者が定める利用限度額、クレジットカード決済の場合には依頼者が契約されているクレジットカー
ド会社の定める利用限度額を限度とします。
（代行決済業者）
第８条　当社が指定する代行決済業者の名称および当該代行決済業者の定める利用限度額は申込
書に記載の通りとします。
第３章　契約成立後の商品の変更・追加、キャンセル、返品・交換等
（商品発送前の追加、変更）
第９条　契約成立後、商品発送前の商品の変更（以下「商品変更」といいます）の条件は、次の通りとし
ます。
(1)商品変更は、発送予定日の5営業日前の日までとします。
(2)依頼者が希望する商品変更により商品代金の総額が増額となる場合、当社は、契約が成立した部
分を含めて改めて代行決済業者に審査（以下「再審査」といいます）を依頼します。再審査の結果、
代行決済業者が取引を承認しない場合、既に契約が成立した部分を含めて、当社の指定する方法
により商品の代金を前払いするか、契約をキャンセルするかを選択いただくものとします。

（商品発送後の返品・交換）
第10条　当社が商品を発送した後の返品または交換の条件は、以下の通りとします。
(1)商品発送後の返品または交換は、商品に瑕疵がある場合で、かつ商品の引渡しから１年以内に返
品または交換のお申し出がなされた場合に限るものとします。
(2)前号に関わらず、商品の瑕疵が隠れたものである場合、または当社の過失により生じたものである場
合は、判明後１年以内に限り、商品の返品および交換を受け付けます。その際の送料は当社の負担
とします。

（キャンセル）
第11条　契約成立後のキャンセルの条件は、以下の通りとします。
(1)キャンセルは商品発送5営業日前の日までとします。キャンセルした場合、商品代金は発生しません。
（契約の解除）
第12条　当社は、依頼者に以下の事由が生じた場合には、契約を解除することがあります。当社は、契
約を解除する場合、依頼者に対して書面で通知します。当社が契約を解除した場合、当社が商品を回
収させていただくことがあります。

(1)本約款に違反し、当社が相当期間を定めて違反の解消を催告するも、同期間内に違反が解消され
ない場合。
(2)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったと
き、またはこれらに類する事態が生じた場合。
(3)第9条第2号に規定する再審査にて代行決済業者が取引を承認しなかった場合において、当社が
指定する入金期限までに当社に対する入金が確認できない場合。｠
第４章　商品代金の支払い
（決済の方法）
第13条　商品代金の決済方法は、以下の通りとし、依頼者は希望する決済方法を申込書に記載いた
だくものとします。
(1)現金決済
　銀行振込またはコンビニ払いのいずれかの方法で現金にてお支払いただく方式です。当社または代
行決済業者から送付される請求書の記載に従って、請求書の発行日から14日以内にお振込下さい。
なお、代行決済業者が取引を承認した場合には、原則として商品発送後に請求書をお送りします（後
払いとします）。

(2)クレジットカード決済
　依頼者が契約されているクレジットカードによりお支払いただく方式です。ご利用可能なクレジットカー
ドは以下の通りです。
　①VISA　②MasterCard　③JCB　④AMERICAN EXPRESS　⑤DINERS CLUBクレジット
カード決済を希望される場合、当社が代行決済業者に審査を依頼するに先立って、クレジットカード
会社所定の手続を行っていただきます。依頼者は、お申込書にＥメールアドレスを記入いただき、当社
が当該アドレスに送信するＥメールに記載したURLにアクセスして手続を行っていただくものとしま
す。当社または代行決済業者がクレジットカード会社に対して決済の実行を依頼する時期は、商品
の発送日以降とします。なお、依頼者とクレジットカード会社との間の契約において、クレジットカードの
利用料金の支払方法がデビット方式とされている場合には、代行決済業者による審査時に依頼者
の銀行預金から商品代金相当額が引き落とされることがあります。この場合でも第11条に従いキャン
セルされた場合には商品代金相当額は返金されます。クレジットカード決済の場合、請求書の発行は
ございません。
第５章　商品の引渡し
（商品の引渡し）
第14条　商品の引渡しは、依頼者の指定する納品日に、依頼者の指定する場所で、依頼者またはお
届け先で行うものとします。
（危険負担）
第15条　依頼者および当社のいずれの責めにも帰さない事由により、商品が滅失・毀損した場合の危
険は、引渡し時までは当社が負うものとし（商品代金はいただきません）、引渡し後は依頼者が負うもの
とします（商品代金をいただきます）。
（所有権の移転）
第16条　商品の所有権は、第14条の引渡し時に依頼者またはお届け先に移転するものとします。
（契約の履行（商品発送等）および商品の契約不適合責任）
第17条　当社は契約上の義務を履行するにあたり、商品の発送作業等を第三者に委託することがあ
ります。この場合、当社は、個人情報の保護その他契約上当社が依頼者に負う義務を当該第三者に
遵守せしめるとともに、当該第三者の責めに帰すべき事由については当社が依頼者に対して責任を負
います。
（不可抗力による免責）
第18条　天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の改廃制定、公権力による命令その他の処分、ストライキ
その他の争議行為、輸送機関の事故、その他不可抗力により商品の全部または一部の引渡しが遅延
し、または不能となった場合でも、当社は責任を負いません。この場合、契約のうち引渡し不能となった
部分は消滅するものとします。
（損害賠償）
第19条　当社が契約に違反したときは、依頼者が当社に対して、依頼者が契約に違反したときは、当
社が依頼者に対して、それぞれ損害の賠償を請求することができるものとします。ただし、かかる損害賠
償は、通常生ずべき事情に基づき依頼者または当社が直接被った損害に限定され、逸失利益、特別
の事情に基づき生じた損害、または間接的に被った損害は損害賠償の対象外となるものとします。
第６章　そ の 他
（個人情報の保護）
第20条　当社は、依頼者から提供された個人情報について、個人情報の保護に関する法律等の法
令および行政通達、当社内部規則に沿って、適切に取り扱います。
（個人情報の取扱い）
第21条　当社の個人情報の取扱いは以下の通りとします。
(1)仏壇セット申込書にご記入いただいた個人情報は下記の目的において使用します。
　①個人情報の利用目的）仏壇セットの指定場所へのお届け、ご請求、及び関連するお問合せ、終活
関連の情報提供。

　②個人情報の共同利用）イオングループ各社と共同して利用させていただくことがあります。
　③業務委託）当社が、業務を委託する場合、必要な範囲で業務委託先もしくは業務提携業者に個
人情報を提供します。

(2)個人情報については、当社が責任をもって取扱い、厳重に運営管理を行います。
(3)個人情報の開示を希望される場合は、下記までご連絡をお願いいたします。
(4)個人情報程管理責任者　CSサポート部長
お問合せ窓口：イオンライフ株式会社　CSサポート部
（平日9：00～18：00〔土、日、祝日を除く〕）電話番号：043-212-6394
（反社会的勢力の排除）
第22条
(1)依頼者は、自らが反社会的勢力（暴力、威力、社会運動の標榜、政治活動の標榜、脅迫的言辞、詐
欺的手法等を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体または個人などを指すが、こ
れに限らない。）ではないこと、反社会的勢力を利用していないことおよび反社会的勢力の運営・管
理等する事業等に対して指導、協力、補助等をしていないことを保証し、将来にわたってもこれらに
該当することがないことを、当社に対して確約いただくものとします。

(2)依頼者による前項の保証・確約が事実と異なることが判明した場合には、当社は、契約を解除する
ことができるものとします。
(3)依頼者による第１項の保証・確約が事実と異なることが判明した場合において当社に損害が生じた
場合には、前項による解除の有無に拘らず、当社は依頼者に対し損害賠償を請求することができる
ものとします。

（協議）
第23条　本約款に記載なき事項については、誠意を持って協議し、決定するものとします。
（合意管轄）
第24条　本約款に関して発生した紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁
判所とするものとします。

以上

株式会社サンメニー仏壇・仏具製造者 イオンライフ株式会社販売者

043-212-6136FAXaeonlife.cc@aeonlife.bizメール

0120-262-058 営業時間：9時～18時まで受付しておりますお問い合わせは
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